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池田市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。 

池田市 

災害時における生活物資などの安定確保のために 
～ プラス株式会社ジョインテックスカンパニー・ 

株式会社スクールゴーと災害協定を締結 ～ 
 

 

 

 

 

経過                  

 災害時に協定締結自治体からの要請に基づき、衣類や飲食用品、衛生用品、家電製品な

どの物資の調達を強化できることから、プラス株式会社ジョインテックスカンパニーと株

式会社スクールゴーからの申し出を受け、協定の締結に至ったもの。 

 

協定の概要 

１．内容   衣類・飲食用品等の供給 

       【主な物資等】 

衣類 
下着、タイツ、靴下、タオル、ハンカチ、スリッパ、部屋着、 

防寒着、靴など 

飲食用品 
カセットガス、カセットコンロ、紙コップ、紙皿、割り箸、 

フォーク、スプーン、調理具、やかん、ラップ、アルミホイル、 

台所用洗剤、包丁など 

衛生用品 

おむつ（乳幼児用・大人用）、尿漏れパッド、ティッシュ、 

ウェットティッシュ、生理用品、マスク、消毒液、ガーゼ、 

綿棒、洗浄綿、ビニール手袋、包帯、ばんそうこう、 

冷感シート、ごみ袋、非常用トイレなど 

家電製品 
電気ポット、延長コード、電気ストーブ、扇風機、テレビ、 

ドライヤー、乾電池、ランタン、懐中電灯、 

携帯用充電ケーブル、洗濯機など 

                                      など 

２．締結日  １月２３日（金） 

３．締結者 

 【池田市】       市 長  瀧澤 智子（たきざわ・ともこ） 

 【プラス株式会社ジョインテックスカンパニー】 

カンパニープレジデント  北川 一也（きたがわ・かずや） 

 【株式会社スクールゴー】代表取締役  伊藤 秀之（いとう・ひでゆき） 

 

池田市は２３日、災害に備えて、プラス株式会社ジョインテックスカンパニーと株式会

社スクールゴーの２社と「災害時における物資の供給に関する協定書」を締結しました。 

この協定により、災害時に必要な物資を安定的に調達できるようになります。 

問い合わせ 危機管理課 ℡072・754・6263 


